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３．対象地域 

大木町 

 

４．構想の実施主体 

大木町 

 

５．地域の現状 

●経済的特色 

本町は、肥沃な土地と豊富な水、恵まれた気象条件のもと農業の町として発展してき

たが、農業を取巻く内外の状況は厳しく、農業従事者の高齢化・後継者の流出による農

業担い手不足・遊休農地の増加など深刻な課題を抱えている。 

農業環境が厳しくなる中、米・小麦・大豆などの土地利用型の農業を軸としながらも、

収益性の高いイチゴ、天候に左右されない施設での栽培を追及したシメジ・えのき茸に

加え、近年ではグリーンアスパラガスなど高収益型農作物の生産が盛んに行われるよう

になってきた。中でも、シメジ分野では町内に１２の農事組合法人が設立されており、

若者の農業就労者が増え、農業に活気のある町としても注目を集めている。 

畜産関係では、養豚を営む農家が３軒（母豚３２０頭、肥育豚２，４５０頭）あり、

ほとんどが、発酵床方式により、そのまま糞尿を堆肥化するシステムを導入している。 

４００年以上の歴史を持つい草の栽培は、輸入製品の増加や生活様式の変化と共に激

減したが、依然い草関連の業種は多く、伝統の灯を守ろうとする取り組みが続いている。 

商工業においては、全国的に有名な家具産地である「大川市」に隣接するため、木材・

家具を中心とする製造業は、農業と並ぶ町の基幹産業の地位を占めるに至った。しかし、

バブル経済崩壊後の長期不況や、生活様式の変化に伴う家具需要の減少に加え、グロー
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バル経済化に伴う輸入製品の急増が木材・家具製造業に大きな打撃を与えている。 

商業は、町の産業構成を反映して、い草・同製品、木材・家具等、住生活関連の卸売

りが大きな比重を占めており、小売・サービス業は町外に依存する割合が高い。 

町内で発生する廃棄物系バイオマスの主なものに、生ごみ・し尿・浄化槽汚泥・廃食

用油・きのこ廃オガ・木材屑などが上げられる。 

生ごみは隣接する大川市の清掃センターに焼却処理を委託しており、年々処理費用が

増加して町の財政を圧迫し始めている。また、化石燃料を加えての強制焼却や、焼却灰

の処分場不足など、環境的に多くの課題を抱えている。 

し尿や浄化槽汚泥については、海洋投棄に頼っており、ロンドン条約に基づく海洋投

棄禁止の期限（平成１９年１月３１日）を前に、早急な施設整備が必要となっている。 

木材屑は、平成 14年 12月から実施された焼却炉の構造基準の改正により焼却が難し

くなり、産業廃棄物処理費の負担が中小事業所の重荷になっている。 

キノコの生産過程から発生する廃オガは、施設内のストック場で数回の切り替えしを

行った後、２t トラック４，０００円程度で施設園芸農家に引き取られてきたが、近年

では、大手企業が無償配布を始めたため、その処分方法が大きな課題となっている。 

 

〈作物別農業租生産額の推移〉        (農林水産統計年報：ＪＡ資料) 
 平成２年 平成７年 平成 14年 

作付面積（ha） 749 801 619 
収穫量（ｔ） 4,040 4,470 3,480 米 
生産額（百万円） 1,145 1,250 740 
作付面積（ha） 477 330 487 
収穫量（ｔ） 913 1,530 1,550 麦 
生産額（百万円） 215 180 240 
作付面積（ha） 27 27 25 
収穫量（ｔ） 1,010 1,130 1,220 いちご 
販売額（百万円） 819 980 1,300 
作付面積（ha） 230 70 9 
収穫量（ｔ） 2,460 840 106 い草 
販売額（百万円） 581 218 17 
収穫量（ｔ） 1,543 2,340 3,231 

えのき 
販売額（百万円） 764 1,017 1,060 
収穫量（ｔ） 478 1,132 3,100 

しめじ 
販売額（百万円） 319 694 1,360 
作付面積（ha）   7 
収穫量（ｔ）   140 

グリーンア

スパラガス 
販売額（百万円）   136 
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   上記主要農産物に加え、いちじく、なばな、ひし、玉ねぎ、花、なす、椎茸等が生

産されている。 
 

 製造業の推移                      （資料：工業統計調査） 

    区分 

年度 
事業所数 

従業員数 

   （人） 

製品出荷高 

（万円） 

平成 2年 １６３ １，５９７ 2,933,079 

平成 5年 １８５ １，５６６ 2,776,091 

平成 7年 １５６ １，３１４ 2,364,063 

平成 10年 １３５ １，１５８ 1,965,208 

 

●社会的特色 

明治２２年町村制が施行されると同時に大溝・木佐木・大莞の各村が生まれ、昭和３

０年１月、この３カ村が合併して大木町が誕生し、今日に至っている。 

交通アクセスとしては、九州自動車道八女インターチェンジから車で１５分、西鉄大

牟田線を利用すれば福岡市天神から 1 時間圏に位置する都市近郊の町であり、交通の利便性

や豊かな環境を求めてベッドタウン化が進んでいるのが現状である。 

近年では、生活雑排水による集落内のクリーク（堀）の汚濁が問題化しており、住民

団体を中心とした、堀再生への取り組みが盛んに行われている。 

また、本町は住民活動が盛んで、福祉・環境・まちづくり・子育てなどをテーマにした団体が活

発に活動しており、このような住民団体の活動に支えられ、行政と住民のパートナーシップによる

まちづくりが進んでいる。 

本町では循環型地域社会作りを目指した様々な取り組みを、住民との協働により実施

している。平成７年度からは、近隣市町村に先駆けて資源ごみの分別収集を全行政区で

開始し、住民との共同作業によりごみ資源化に大きな成果をあげることが出来た。 

平成１２年度には、大木町地域新エネルギービジョンを策定し、生ごみなどバイオマ

ス資源の活用計画や、太陽光など自然エネルギーの導入計画、さらに「あーすくらぶ」

などの住民団体が取り組んでいた省エネルギープランを導入した。 
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アクアスに地域共同発電所の仕組み 

おおきグリーン

ファンド 

NEDOの補助金  
設置費用の１／２ 

住民 
住民 

住民 

グリーン電力基金 
    200万円 

行  政 

アクアス地域共同発電所 
 

※ アクアス＝町の第 3セクター温泉施設・年間 18 万人の入館者がある。 

※ おおきグリーンファンド＝地域に自然エネルギーを普及させるために設立さ

れた住民団体。会員数は 242 名。 

 

中でも太陽光発電の普及は目覚しく、町内学校施設への太陽光発電設備設置事業や、

住民団体と共同による町の温泉施設への地域共同発電所の設置、更に住宅用太陽光発電

設置に対する補助事業、おおきグリーンファンドなどの住民団体との共同による啓発事

業などにより急速に町全体に広がっている。 

更に平成１３年度には、木質バイオマス熱供給実証調査事業（ＮＥＤＯのＦＳ事業）

に取り組み、地場産業である木工所から出る木屑の燃料利用の可能性を調査した。   

平成１６年度は「バイオマス等未活用エネルギー実証試験事業・同事業調査」に取り

組んでおり、生ごみ・し尿等有機廃棄物のバイオガスプラントによる資源化のための調

査事業を実施している。 

以上のような環境の取り組みの集大成が、現在大木町が目指している循環のまちづく

りである。バイオマスタウン構想は大木町がめざす循環のまちづくりの中核を担う。 

大木町は次のような視点で循環のまちづくりを目指している。 
   ①現在ごみになっているものを地域資源として活かすこと。 
   ②住民・事業所・行政の役割分担を見直し、それぞれが責任を果たすこと。 
   ③食やエネルギーを出来る限り地域で自給すること。 
   ④「自然を大切にし、助け合い、汗を流し、何ひとつ無駄にしない」先人の暮らし

の知恵に学ぶこと。 
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●地理的特色 

この地方は古代、「水沼の縣
あがた

」と呼ばれ

る沼地で、三潴郡の名称は水沼が変化して

名付けられたと言われている。沼地であっ

たこの地域で排水のよい地盤とするために

先人が営々と作り上げたものが「堀」で、

この堀が町全域を網の目のように巡り、農

業用水や防火用水、生活廃水の放流先、地

下水の涵養等、生活と密接に関っているの

が町の特徴といえる。堀の面積は町全体の

14％を占め、全国有数の溝渠地帯である。 

堀割は昔から日常生活との関わりが深く、今でも堀割にまつわる様々な風習や風物が

残っている。中でもこの地方だけ採れる栗に似た味の「ひしの実」が堀割に自生し、「ハ

ンギリ」で採る風景は郷愁を誘い、豊かな水辺は人々の生活に潤いを与えている。 

人口は１万 4､315人（平成 16年４月１日現在）、面積 18.43平方キロメートルで、福

岡県の南西部に位置し、九州の穀倉地帯筑後平野のほぼ中央にあり、温暖多雨の穏やか

な気候に加えて、町全体が標高４～５ｍのほぼ平坦地ということもあり、町の５７％を

水田が占める田園地帯となっている。 

〈町の概況〉                      （平成 16年 4月現在） 

町 の 面 積 世  帯  数 人     口 

１８．４３ｋ㎡ ４，０８８世帯 １４，３１５人 

 
〈耕地面積〉 

耕 地 面 積 田 畑 

１，０４６ｈａ １，０４０ｈａ ６ｈａ 

                           （第４９次農林水産統計年報） 
●行政上の地域指定 

農業振興地域 
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６．バイオマスタウン形成上の基本的な構想 

 

（１）地域のバイオマス利活用方法 

 Ⅰ．生ごみ・し尿・浄化槽汚泥 

  収集 ・生ごみ：バケツコンテナ方式による収集 

      1週間に２回、１０～２０世帯ごとに設置したバケツコンテナに家庭で分別・ 

水きりした生ごみを直接投入し回収する。 

      バケツコンテナ方式は 3 年間のモデル事業により、良好な分別が継続でき、

地域住民にも好評であることが証明された。 

（モデル地区住民アンケート結果を資料添付） 

事業系はバケツコンテナによる持込。 

     ・し尿・浄化槽汚泥：業者委託による収集 

  変換 メタン発酵（中温湿式） 

      生ごみ・浄化槽汚泥は破砕・分別などの前処理後、メタン発酵を促進するた

めに、2 日間 55 度の高温可溶化槽で一次発酵させる。高温可溶化技術は、熊

本大学の木田教授の提案による新技術であり、分解し難い浄化槽汚泥などに

含まれる有機物の分解を促す。 

高温可溶化を経て前処理したし尿を混ぜ、中温メタン発酵を行い、メタン発

酵で発生したメタンガスと消化液を回収する。 

  利用  消化液は水処理せず、有機液肥として活用。液肥は、現在ほとんど有機物が

使われていない、水稲や麦などの土地利用型作物の肥料として活用する。 

液肥を水稲で利用する実証試験を福岡県や大学の研究室、関係機関、農家な

どと共同により 3 年間実施したが、液肥の成分のばらつきや散布方法などに

課題を残している。 

しかし、消化液を有機液肥として活用することで、プラントの設置費用や運

転費用が大幅に削減でき、貴重な有機質肥料が得られるので、バイオガスプ

ラントの費用効果が倍増する。 

また、メタンガスはプラントが消費する、電気・熱の供給に使用し、余剰分

は液肥栽培実験ハウスや関連施設内で活用する。 
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 Ⅱ．廃食用油 

  収集方法 毎月実施する行政区単位の分別収集により、家庭からの廃食用油を回収す

る。また、事業所などの廃食用油はリサイクルセンターへの持込。 

  変換 ＢＤＦプラントによるメチルエステル交換による、軽油代替燃料化 

  利用 町のごみ収集車及び農業トラクターの燃料として利用。 

     公用車にディーゼル車を採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

液肥発生量 
6000ｔ／年 

廃食用油 

家庭・事業所 

ＢＤＦ製造 

プラント 

200ℓバッチ 

軽油代替燃料 

農業用トラクタ、 
ごみ収集車の燃料 

廃食用油発生量 
７万ℓ／年 

ＢＤＦ製造量 ７万ℓ／年（軽油換算 58,650ℓ／年） 
二酸化炭素削減量 42.3ｔ‐Ｃ／年 

生ゴミ 

家庭・事業所 
３．８ｔ／日 
年間発生量 
 1387ｔ 

し尿 

8.1ｔ／日 
年間発生量 
2956kl 

バイオガス 

プラント 

前処理・発酵層 

18.1ｔ／日 

農 地 

水稲 3５00kl 

裏作 2500ｋｌ 

バイオガス発生量 
476Ｎ㎥／日 
 発電量 752kwh／日 
  内余剰電力 35kwh／日 
温水発生量 5210Ｍｊ／日 
 内余剰温水 1286Ｍｊ／日 

有機液肥 

肥料加工・貯留 

 ６０００ｔ 

電気・熱 

コジェネ発電 
浄化槽汚泥 

35.2ｔ／日 
年間発生量 
12848kl 

高温可溶化槽 

※浄化槽汚泥は水分率 96％程度に濃縮する。 
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 Ⅲ．菌茸類栽培施設の廃オガ 

  収集 収集はしない。（各施設で保管） 

  変換 栽培施設の廃オガ置き場において発酵・堆肥化。 

     現在は未発酵の堆肥があるので、堆肥の作成基準を定め良質の堆肥作りを行う。 

  利用 施設野菜・土地利用型作物に利用 

     主にアスパラガス、いちごなど施設野菜に利用。 

季節的に余剰する時期があるので、散布体制を確立し土地利用型作物への利用

を図る。また、作物ごとの施肥基準を定める。 

 

 Ⅳ．畜産し尿 

  変換 畜産し尿は発酵床方式により堆肥化処理 

     3戸の養豚農家はし尿のほとんどを発酵床方式により堆肥化している。 

※ 発酵床方式とは、床に数十センチメートル程度にのこ屑などを敷き詰め、し

尿を床に吸着・発酵させる方式。発酵床は数ヶ月ごとに入れ替え、堆肥化す

る。 

  利用 施設野菜の堆肥として利用されている。 

     作物ごとの施肥基準を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

廃オガ堆肥 

 ２５０００ｔ／年 

畜産発酵床堆肥 

 １１００ｔ／年 

施設野菜 
いちご・ グリーンアス
パラ・ その他の野菜 

完熟堆肥化・堆肥化基準 

土地利用型作物への

活用 
散布体制の確立 
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 Ⅴ．事業所から出る木材残材 

  収集 木材屑収集業者による回収。 

     （現在、端材をチップ化して再生ボード用に販売している業者が数社存在する。） 

  変換 チップ化及びペレット化して、高性能ボイラで熱回収。 

     変換・利用方法の検討については、平成 13年度に大木町木質バイオマス熱供給

実証調査事業を実施済み。 

  利用 温泉施設への熱供給（空調用及び温水供給用）、農業用ボイラ等への利用 

     ペレットストーブの普及等。 

     （のこ屑は現在ほとんど畜産敷材として利用されている。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  ※ 端材は現在一部有償でチップ化され、ボード原料に利用されている。 

  ※ 合板・ボード屑は塗料・接着剤等が含まれるので、現時点では資源化しない。 

 

Ⅵ．農業廃棄物（稲わら・麦わら） 

  収集 ロールベーラーによりコンポして回収。（堆肥用・アルコール生成用） 

  変換 アルコールの抽出、堆肥化 

利用 土壌改良剤（切断後そのまま圃場の土にすきこみ。） 

アルコールは自動車燃料用として検討。 

（新エネルギービジョンでは、きのこ栽培施設へのストローエアコン導入を検

討。） 

 

 Ⅶ．農業廃棄物（もみ殻） 

  収集 ＪＡカントリーと米収集業者から大量に発生する。 

  変換 もみ殻くん炭 及び 畜産堆肥に混ぜて堆肥化。 

分 
別 

温泉施設等 
ボイラー燃料 木材・ 

木工事業者 
木材残材発生量 

1100㎥／月 

合板・ボード屑等

は廃棄物処理 
発生量 66㎥／月 

のこ屑は畜産敷材利用 
発生量 485㎥／月 

ペレットス

トーブ燃料 

端材・木皮・鉋屑等

は燃料加工（チッ

プ・ペレット化） 
発生量 549㎥／月 

畜産敷材と

して販売 
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  利用 もみ殻くん炭はいちご栽培床などの土壌改良剤、堆肥は施設野菜に使用。 

 Ⅷ．米ぬか 

  利用 えのき茸やシメジの栽培床に利用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅸ．水草（ホテイアオイ及びウオーターレタス） 

  収集 機械による回収及び地域住民による人力回収。 

  変換 乾燥して粉砕後、畜産堆肥及び廃オガ堆肥と混合して堆肥化。 

     バイオガスプラントへの投入。（一部） 

  利用 廃オガなどと混ぜて堆肥化し施設野菜に利用。 

     有機液肥は水稲などの土地利用型作物に使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水草 
 ホテイアオイ 
 ウオーターレタス 

回収可能量 
 1,440ｔ 

メタン発酵 

粉砕 

液肥化 

堆肥化 

 
農地還元 

稲わら 

麦わら 

稲わら発生量 
3,175ｔ／年 

麦わら発生量 
875ｔ／年 

 農地還元 

エネルギー賦存量 
53,288ＧＪ／年 

もみ殻 

米ぬか 

もみ殻発生量 
150ｔ／年 

米ぬか発生量 
300ｔ／年 

堆肥化 

くん炭 

販売 

土壌改良剤 

しめじ・えの

き 

ア ル コ ー

ル燃料化 

切断 

加工 
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〇今後整備を検討している施設 

本町においては、現在厄介者扱いされている生ゴミやし尿・浄化槽汚泥を、有効な資源として

活用する有機物循環システムの構築が実現可能であると考えられるため、バイオマス利活用の拠

点施設として「大木町資源循環センター（仮称）」を整備し、地域資源循環型社会づくりの拠点とし

て活用していくものである。 

具体的には、生ゴミをバケツコンテナ方式で収集し、し尿、浄化槽汚泥と共にバイオガスプラン

トに投入、メタン発酵させてガスを抽出してエネルギー利用する一方、消化液肥を有機肥料として

農業利用する。また、廃オガは堆肥化して農地に還元し、消化液肥と共に農地の地力増進を図り、

消費者が求める安全・安心な有機農産物の産地形成を促進する。廃食油は、ＢＤＦプラントにより

軽油代替燃料として再生し、収集用トラックやトラクターの燃料に活用する一方、菜の花等油脂植

物を栽培して、食用油の循環システムを構築するものである。 

さらに、これらの循環システムをスムーズに運営していくためには、住民の理解と協力が必要とな

るため、環境教育や資源循環型社会システムの普及啓発の拠点として、大木町資源循環センター

を活用していく。 

事業名 施設の種類 設備名等 規模等 

メタン発酵

施設 

原料受入れ・ 

前処理設備 

バイオガスプラント 

エネルギー利用設備 

液肥貯留設備 

水処理設備 

脱臭設備 

生ごみ３．８ｔ／日 

し尿・汚泥 14.3ｔ／日 

規模 １８．１ｔ／日 

３０ｋｗ×２ 

１２００ｔ×１ 

３０㎥／日 

地域循環推

進施設 

有機液肥分析センター 

循環学習センター 

 

地産地消推進センター 

 

事務室 

液肥分析室・器具 

体験学習コーナー・視

聴覚室等 

農産物試食室 

農産物直売コーナー 

事務室・会議室 

有機液肥供

給設備 

液肥貯留タンク 

液肥散布パイプライン 

液肥散布車 

バキュームカー 

１２００ｔ×２ 

延べ２０００ｍ 

１台 

３台 

有 機 資 源

循 環 セ ン

ター整備 

液肥実証試

験ハウス 

 １５００㎡ 

菜の花プロ

ジェクト 

ＢＤＦ ＢＤＦ製造プラント ２００ℓバッチ処理 
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（２）バイオマスの利活用推進体制 

 ・地域の協議会等の推進体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 各団体の構成、役割等 
  ○バイオマス利活用推進本部 
   各団体の代表や有識者で構成。計画の承認・決定や町全体への普及調整を行う。 
  ○循環のまちづくり推進委員会 
   住民団体や地域・農家など住民により構成した委員会。事業の具体的な検討や地域・

団体などにおいて事業推進を行う。なお、今後計画が具体的になったもの（木くず

の利用等）については、推進体制を適宜見直し、対応していく。 
  ・生ごみ分別推進・施設運営部会  
   有機資源循環事業における、生ごみ分別に関する検討や施設の全体計画・運営に関

する検討を行う。 
  ・有機液肥利用推進部会 
   主に農家やＪＡ担当者で構成。有機液肥の活用方法・推進体制などを協議する。 
  ○庁内委員会 
   助役を座長とし、主に関係課の担当者で構成。行政横断的な連携により、事業推進。 

事務局 
  環境課 

庁内委員会 
 助役 
 まちづくり課 
 経済課・教育課 
 総務課・環境課 

バイオマス利活用推進本部 
 関係機関の代表等 
 ＪＡ・商工会・議会・区町

会・有識者等 

循環のまちづくり推進委員会 
  住民団体・有識者等 

生ごみ分別推進・施

設運営検討部会 
有機液肥利用

推進部会 

町長 

地域住民 農 家 

液肥の利用 生ごみ分別 
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   ・関係者間の役割分担（コストや役務の負担、施設運営主体等） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○有機資源循環施設関係者間の役割分担 

 大木町役場  有機廃棄物の収集運搬、堆肥化施設（メタン発酵施設）の運転管理 

        有機液肥の活用、液肥栽培の推進、ＢＤＦの製造・利用推進 

 地域住民   生ごみや食用廃油の分別、 

 農家     液肥の利用、減農薬・減化学肥料栽培の推進、 

 運営法人   液肥実証ハウスの運営、農産物直売・レストランの運営 

        バイオガスプラントの運転業務受託、液肥散布業務受託、関連施設管 

受託。 

指定管理者 

直営 

運営 投入 

大 木 町 

運営法人 

地域住民 

生ごみ・食用廃
油・し尿の収集 

運営法人に委託 

生ごみ・食用

廃油の分別 

バイオガスプ
ラントの運転
管理

液 肥 の 散
布・施肥指導 

業者委託 

契約 
出資 

液肥施
肥指導 液肥利用推進 

液肥利用者 
協議会 農 家 

 

有機資源循環センター 

液 肥 貯 留
散布設備 

廃食用油の
燃料化設備 

バ イ オ ガ
ス プ ラ ン
ト

液 肥 実 証
ハウス 

農産物直売・レ
ストラン 

液 肥 分
析設備 

液肥栽培農産

物販売推進 
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（３）取組工程 

   ・生ごみ・し尿・浄化槽汚泥の資源化施設及びバイオマス循環学習施設整備 

     平成 17年 8月 施設建設に着工 

     平成 18年 6月 施設竣工 

     平成 18年 7月～10月 試運転 

     平成 18年 10月～   本稼動 

・生ごみ分別収集を全町域で開始    平成 18年 7月 

・有機液肥による水稲栽培       平成 19年度 

・廃食用油の分別収集及びＢＤＦ燃料化 

  平成 15年 9月 家庭の食用廃油分別収集開始 ＢＤＦを収集車に使用 

  平成 18年 7 月 ＢＤＦプラント設置 

   ・廃オガ、畜産堆肥の完熟堆肥化および散布設備の整備 

     平成 19年度 

   ・事業所から出る木材屑の燃料利用 

     時期は未定 

   ・水草の堆肥化 

     平成 18年度よりバイオガスプラントによる液肥化実証試験。 

   ・稲わら・麦わらからのアルコール抽出 

     時期は未定・検討中 
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（４）その他 

   ○バイオマス循環システム学習センター 

    有機資源循環センターの整備にあわせて、バイオマス循環学習センターを設置する。 

生ごみ・し尿・浄化槽汚泥をメタン発酵し、エネルギー利用して有機液肥を生産する

施設や廃食用油をエステル交換し軽油代替燃料とする設備を併せ持つ施設は、県内な

ど近隣の地域では見られない。バイオマスなど地域資源をそれぞれの地域の中できち

んと循環活用する仕組みを普及させるためには、具体的な事例を広く発信することが

効果的である。大木町は町内のバイオマス資源を循環活用するシステムを構築し、更

に広く波及させることを念頭において、バイオマス循環システム学習センターを設置

する。 

また、循環社会の在り方を子供たちに伝えることは大変重要な課題である。本セ

ンターは中学校に隣接して建設する地の利を活かし、大木町の子供たちがバイオマ

ス循環システムを、体験を通じて学習できる施設にすることを目指している。 

 

   ○菜の花プロジェクト 

    減反による休耕田は年々増加傾向にある。この休耕田を利用して一面に菜の花を

栽培する計画を検討している。菜の花から菜種を収穫して菜種油を絞り、学校給食

で使用したり、特産物として販売する。また、菜の花の栽培は有機液肥を使用する。        

菜の花は景観植物として、町の風景を潤し、更に食用油の原料となる菜種を提供

してくれる。また、油を絞った油粕は優れた有機肥料として活用できるし、使用済

みの油はＢＤＦに加工して軽油代替燃料として活用することが出来る。菜の花プロ

ジェクトはさまざまな恩恵をもたらし、無駄のない循環の仕組みをわかりやすく提

供してくれる、バイオマス循環の優等生である。 
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７．バイオマスタウン構想の利活用目標及び実施により期待される効果 

（１）利活用目標 

廃棄物系バイオマスの利用率９５％を目標とする。 

生ゴミ＝分別収集により家庭系・事業系とも１００％利用。 

し尿・浄化槽汚泥＝１００％利用。 

キノコの廃オガ＝現在１００％利用分を、完熟度を高めて供給。 

廃食用油＝１００％の燃料化利用。 

豚糞、豚尿＝１００％堆肥化利用 

製材・家具の残材＝温泉施設の熱源やボイラーなどの燃料として８０％の利用を 

目指す。 

 

  未利用バイオマスの利用率４０％を目標とする。 

    稲わら・麦わら＝現在切断し土壌改良剤として農地に還元しているが、大量に賦

存していることから、一部アルコール加工・燃料化の高度利用を検討する。 

利用率目標３０％ 

    もみ殻＝現在１００％利用分を、土壌改良剤など有効活用を検討する。 

    米ぬか＝現在１００％利用 

    水草（ホテイアオイ等）＝回収体系を確立し、主に堆肥化し５０％利用を目指す。 

     ※水草は回収可能量が対象 

 

（２）期待される効果 

  地域に存在するバイオマスの種類と賦存量を具体化しなければ、バイオマス利活用の

目標を検討することが出来ない。バイオマスタウン構想は地域のバイオマスを地域で利

活用する上では欠かせない構想であり、今後着実にバイオマスの利活用を前進させるこ

とが出来る。 

生ゴミ・し尿・浄化槽汚泥はメタン発酵施設に持ち込み、ガス化・有機液肥化される

ことにより、地球温暖化の一因となっている温室効果ガスの抑制とダイオキシン発生要

因の防止、さらには有機液肥の活用により有機農産物生産体制確立の推進につながる。

また、生ごみやし尿・浄化槽汚泥の処理費用は年々増額しており、町の財政を圧迫し始

めている。住民と協働によるごみを資源として活用する地域システムを確立することで、

町の財政負担を軽減し、更に住民参加型のまちづくりを進めることになる。 

キノコの廃オガは、完熟度を高める堆肥施設の確立により、農家が容易に堆肥を利用

しやすい体制づくりを図り、農地の地力増進を促して、消費者が求める安全安心な農産

物生産を促進することができる。また、もみ殻や水草など地域に存在する未利用バイオ

マスなどと混合して、優れた堆肥の生産が可能になる。 

食用廃油については、ＢＤＦプラントによる軽油代替燃料化で、堀（クリーク）への

垂れ流し防止の徹底を図り、水質浄化が図られる一方、菜の花栽培等、景観作物を利用

した新たな観光資源の開発が可能となる。ＢＤＦは町のゴミ収集車や農業用トラクター
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の燃料として使用するが、カーボンニュートラルの燃料であるので、地球温暖化の原因

である温室効果ガスの削減効果と同時に硫黄酸化物の排出削減につながる。 

製材・家具の残材は、その多くが産業廃棄物処理や焼却されているが、処理費用の事

業所負担は経営を圧迫しており、焼却炉の構造基準が改正され焼却も難しくなっている。

木屑を燃料として活用することで、事業所の処理負担が軽減され化石燃料の使用を減ら

すことが出来るので、大幅な二酸化炭素の削減につながる。 

更にバイオマスを循環活用するためには住民との協働が欠かせない。住民との協力関

係を発展させるための普及啓発に積極的に取り組むが、その拠点になるのが資源循環活

用センターである。資源循環活用センターは地域住民への啓蒙だけではなく、広範囲の

地域への波及を目的にするので、広い地域へのバイオマス循環の波及効果が期待できる。

また、町内外の子供たちや学生など体験を通じてバイオマス循環を学習する施設でもあ

り、周辺へのバイオマスタウンとしての発信基地になる。 

また、生ごみ・し尿などの資源循環関連施設の運営にあたっては、率先して地元雇用

を行うことにより、現在、町外に委託しているゴミ処理経費の一部を地域に還元し、経

済的にも循環することができるようになる。 

 

８．対象地域における関係者を含めたこれまでの検討状況 

生ゴミを強制的に焼却処分している現状を見直すため、平成１３年度～１５年度にか

けて、生ゴミをメタン発酵させて再利用する実証事業に取り組み、生ゴミ分別を１０ヶ

所のモデル地区（約５００世帯）で実施した。住民の反応も良く、分別収集の継続を望

む声が多数寄せられた。消化液肥を活用した水稲栽培実証試験では、液肥の肥効がつか

めず、きちんとした栽培マニュアルを作成するまでには至らなかったが、投入方法や液

肥運搬上の課題が見つかり、大きな成果を上げることができた。 

また、し尿処理については、ロンドン条約に基づく海洋投棄禁止期限が平成１９年１

月末日に迫っていることもあり、新たな処理方法の検討が緊急な課題となっている。こ

のような状況を踏まえ、専門家や関係者で協議を重ねてきた結果、生ゴミ・し尿・浄化

槽汚泥に関しては、バイオガスプラントによるメタン発酵システムにより、再生利用が

可能と判断するに至った。また、食用廃油については現在分別回収したものを、業者委

託によりＢＤＦ燃料化しており、循環施設建設に併せて整備することにした。キノコ生

産の過程から排出される廃オガや木工業の廃材については、引き続き有効な資源利活用

システムの構築に向け、検討していくこととする。 

家具製造所等残材の燃料化は、平成 13年度に「木質バイオマス熱供給実証調査事業」

を実施し、公共施設への熱供給計画を検討したが、化石燃料に比べコストと手間がかか

り事業化には到っていないが、関係団体等との協議を重ね燃料利用の実現を目指す。 
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９．地域のバイオマス賦存量及び現在の利用状況 

 

 

 バイオマス 賦存量 変換・処理方法 仕向量 利用・販売 利用率 

（廃棄物系バイオマス）      

生ごみ 約1280ｔ／年 堆肥化 約109ｔ／年 畑地還元 約8％ 

食用廃油 約70kl／年 ＢＤＦ燃料化 約3kl／年 軽油代替燃料 約4％ 

畜産排泄物 約1100ｔ／年 堆肥化 1100ｔ／年 農地還元 100％ 

浄化槽汚泥 約6300kl／年 海洋投棄   0％ 

し尿 約2800kl／年 海洋投棄   0％ 

きのこ廃オガ 約13200ｔ／年 堆肥化 13200ｔ／年 農地還元 100％ 

 約2000ｔ／年 畜産敷材へ 家具製造所等残材 約6600ｔ／年 

チップ化 約1500ｔ／年 再生ボード 

約50％ 

（未利用バイオマス）      

稲わら 約3175ｔ／年 農地還元   0％ 

麦わら 約875ｔ／年 農地還元   0％ 

もみ殻 約150ｔ／年 くん炭、畜産敷材 約150ｔ／年 土壌改良材、畜産敷材 100％ 

米ぬか 約300ｔ／年  約300ｔ／年 えのき栽培床に販売 100％ 

水草 

回収可能量 

約14,400ｔ／年 

1,440ｔ／年 

放置   0％ 

（資源作物）      
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町リサイクルセンターに設置した実験用の
バイオガスプラント 
クボタから実験用に提供を受けているプラント。

1日 200ｋｇの生ごみを処理できる。 

液肥の農地還元 
優れた有機肥料と

して農地へ返す 

生ゴミの分別 
家庭の台所・学校給食

で生ゴミを分別 

発酵させ液肥化 
バイオガスプラントで発

酵させメタンガスを回収 

地元農産物の供給 
学校給食・家庭へ安全で

美味しい野菜の供給 

循環 

大木町有機物循環事業の概要 道本地区  
生ごみ分別の様子 

液肥を水稲基肥として水口から流し肥え 

10．地域のこれまでのバイオマス利活用の取組状況 

（１）経緯 

 ○有機物循環事業 

生ゴミを処理するのではなく資源として活用するための方法（社会システム）を確立

するため、平成１３年度～１５年度にかけて福岡県リサイクル総合研究センター（リ総

研）の補助を受け、実証事業に取り組んできた。リ総研を軸に、専門性を持つ大学の研究

室や農業改良普及センター、バイオガスプラントのメーカー、行政と地域住民が協力して実

証研究を行うことで、住民の関心を高め、生ゴミの回収方法や液肥の散布方法等について

も幅広い協議を行い、大きな成果をあげることができた。 

この共同研究は産官学の参加で実施した。福岡県リサイクル総合研究センターが軸に

なり、大学では長崎大学、佐賀大学、九州大学、福岡教育大学などの研究室が参加、民

間は㈱クボタが参加し、バイオガスプラントの実証試験機を提供した。さらに、農業改

良普及所などの関係団体や住民、農家など広くさまざまなセクターが結集して研究を行

い大きな成果をあげた。 

生ごみ分別は多くの住民の参加の下、実現に向けて大きく前進したが液肥の活用にお

いてはまだ課題を残している。 
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○廃オガや畜産堆肥の活用 

  廃オガや畜産堆肥は施設野菜を中心に利用されている。特に年間に大量の堆肥が発生

する廃オガの利用対策は、ＪＡしめじ部会が中心になり廃オガを活用したアスパラガス

の栽培を推進して、活用を進めている。しかし、大手のしめじ業者が大量の廃オガをば

ら撒くなど、季節によっては廃オガの余剰が見られるようになった。畜産堆肥は主にイ

チゴなどの堆肥に使われているが、堆肥の活用を推進するための利用計画や対象作物の

拡大、施肥方法の確立などが課題である。 

 

 ○食用廃油の回収と軽油代替燃料化 

  平成 15年度より、地区分別収集で食用廃油の分別収集を実施している。集めた廃食用

油は外部委託によりＢＤＦ燃料化して、町の資源物収集車の燃料として使用している。 

  廃食用油の燃料利用に関しては、現在までの実証により実用化が可能であることが判

明した。今後燃料作物の栽培を含め、燃料化プラントの導入など本格実施を行う。 

 

 ○有機資源循環センターの整備 

平成１６年度にはＮＥＤＯの補助を受け、バイオマス等未活用エネルギー実証試験事

業・同事業調査に取り組んでおり、メタン発酵の専門家や関係者による大木町資源循環

型社会形成事業に関する実現可能性調査を行っている。 
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資源循環型農業推進協議会  

事務局 経済課   

資源循環型農業の推進・地

産地消の促進に関するこ

と 

循環のまちづくり推進委員会 
事務局 環境課 

生ごみの分別収集の検討・

自然エルギーの普及促進に関

すること 

循環のまちづくり推進 
プロジェクトチーム 
責任者 まちづくり課長 
資源循環型・環境保全型

のまちづくりの推進に関

する施策の検討・調整 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー 

福
岡
県
・
長
崎
大
・
佐

賀
大
・
熊
本
大
等 

福岡大城農業協同組合 
農家への資源循環型農法

の指導・農産物の認証制

度やブランド化の確立等 

大木町商工会 
会員への資源循環型・環

境保全型のまちづくり施

策の指導・実施等 

大    木    町    民 
生ゴミ、廃食用油の分別収集や地場産品の購入
促進など資源循環型・環境保全型のまちづくり
施策への協力等 

大木町役場 
町民への資源循環型・環

境保全型のまちづくり施

策の指導・実施等 

循環のまちづくり推進本部 
資源循環型・環境保全型のまちづくり推進

施策の協議・決定・実施に関すること 

町 長 

（２）推進体制 
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（３）関連事業・計画 

   バイオマスの利活用に関する国の事業は該当なし。 

   関連する計画策定等 

     平成１２年度策定 大木町地域新エネルギービジョン（ＮＥＤＯの補助事業） 

       内容：バイオマス等の賦存量の調査、生ごみのバイオガスプラントによる

循環計画 

          菜の花プロジェクトプラン、ストローエアコンプランなど 

 

     平成１３年度調査事業 大木町木質バイオマス熱供給実証調査事業 

（ＮＥＤＯの補助事業） 

       内容：町内の木工事業所から発生する木質廃棄物の燃料利用の可能性調査 

          公共施設の熱供給の事業可能性を調査した。 

 

     平成１３年度～１５年度共同研究事業 大木町有機物循環事業 

（ＮＥＤＯの補助事業） 

       内容：生ごみを地域循環利用するための社会システムの研究 

          産官学が参加し、循環を支える社会システムの調査研究おこなった。 

 

（４）既存施設 

   きのこ栽培廃オガ    堆肥化施設（事業所に併設） 

   畜産し尿        堆肥化施設（養豚農家に隣接） 

   事業所からでる木屑   チップ化施設（民間） 

   廃食用油        町リサイクルセンターで収集・燃料利用 

 


